
平
成
１８
年
度
農
作
業
事
故
ゼ
ロ
推

進
研
修
会
が
、
１
月
３１
日
（
水
）
に

市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

研
修
会
で
は
農
林
水
産
省
の
担
当

者
か
ら
の
特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ

ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
オ
フ

ロ
ー
ド
法
）に
つ
い
て
の
説
明
の
後
、

「
農
作
業
事
故
の
芽
を
摘
む
工
夫
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
江
波
戸
市
長
を
含

む
５
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
パ
ネ

ル
デ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
、

農
作
業
安
全
の
重
要
性
と
農
業
機
械

に
関
す
る
最
新
情
報
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
ま
し
た
。

農
作
業
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、

農
業
機
械
の
利
用
時
に
は
次
に
掲
げ

る
「
農
作
業
事
故
防
止
の
た
め
の
対

策
」
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

①
知
識

農
業
機
械
の
機
能
・
操
作
方
法
・

安
全
装
置
、
ほ
場
の
危
険
か
所
、
道

路
交
通
関
係
の
法
令
な
ど
に
つ
い

て
、
十
分
に
認
識
・
修
得
す
る
。

②
技
能

正
し
い
操
作
方
法
を
修
得
す
る
。

③
実
行

正
し
い
操
作
を
確
実
に
実
施
す

る
。
ま
た
、
危
険
か
所
で
は
安
全
に

十
分
配
慮
す
る
。

①
取
扱
説
明
書
な
ど
に
よ
り
、
機
械

の
特
性
を
良
く
知
り
、
正
し
い
技
術

を
身
に
つ
け
る
。

②
日
常
保
守
点
検
は
必
ず
行
う
。

③
点
検
・
整
備
を
行
う
時
は
、
必
ず

エ
ン
ジ
ン
を
止
め
る
。

④
作
業
は
適
正
な
服
装
で
行
う
。

⑤
コ
ン
バ
イ
ン
作
業
な
ど
の
組
作
業

で
は
合
図
を
し
た
り
、
声
を
か
け
合

っ
た
り
、
お
互
い
の
意
志
を
確
認
し

て
か
ら
機
械
を
動
か
す
。

⑥
乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
に
は
安
全
フ
レ

ー
ム
・
キ
ャ
ブ
を
装
着
す
る
。

⑦
点
検
な
ど
で
取
り
は
ず
し
た
安
全

カ
バ
ー
は
必
ず
元
ど
お
り
に
す
る
。

⑧
作
業
中
の
休
憩
は
こ
ま
め
に
と
る
。

一
般
道
路
を
走
行
す
る
際
に
は
、

関
係
法
令
を
順
守
し
、
自
ら
の
安
全

だ
け
で
な
く
、
他
の
車
が
安
全
に
走

れ
る
よ
う
な
配
慮
や
、
周
囲
に
自
車

の
存
在
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
心
が
け

る
。
（
低
速
車
マ
ー
ク
な
ど
の
安
全

対
策
資
材
の
活
用
を
検
討
す
る
）

万
が
一
の
場
合
に
備
え
て
、
労
災

保
険
、
ト
ラ
ク
タ
ー
傷
害
共
済
な
ど

の
、
農
作
業
事
故
に
関
す
る
共
済
制

度
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

※
市
で
は
農
作
業
事
故
防
止
の
推
進

の
た
め
、
農
作
業
安
全
啓
発
看
板
を

作
成
し
て
あ
り
ま
す
。
看
板
の
設
置

を
希
望
す
る
農
家
組
合
に
対
し
て
配

布
し
ま
す
の
で
、
産
業
振
興
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
農
政
班

!
７３
・
０
０
８
９

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
や
ト

ン
ネ
ル
マ
ル
チ
な
ど
に
利

用
し
た
農
業
用
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
の
回
収
を
実
施
し
ま

す
。匝

瑳
市
農
業
用
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会
事

務
局
（
Ｊ
Ａ
ち
ば
み
ど
り

営
農
セ
ン
タ
ー
そ
う
さ
!

７２
・
１
１
７
７
）
へ
連
絡
の
上
、
搬

入
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
済
み
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
野
焼
き
、
簡
易
ド
ラ
ム
缶
な
ど
で

の
焼
却
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、適
正
な
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
回
収
日
程
な
ど

①
実
施
日
時
…
３
月
１９
日
（
月
）、２０

日
（
火
）
９
時
〜
１５
時

②
回
収
場
所
…
Ｊ
Ａ
ち
ば
み
ど
り
八

日
市
場
支
店
（
市
役
所
隣
）

③
料
金
…
１
㎏
に
つ
き
１３
円

④
回
収
品
目
…
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
お

よ
び
ポ
リ
・
肥
料
空
き
袋
（
糸
入
り

塩
化
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
は
回
収
で
き
ま

せ
ん
）

◆
搬
入
時
の
注
意
事
項

①
ビ
ニ
ー
ル
と
ポ
リ
は
必
ず
分
け
て

く
だ
さ
い
。

②
ビ
ニ
ー
ル
は
、
厚
さ
０
・
１
㎜
と

０
・
０５
㎜
を
分
け
て
く
だ
さ
い
。

③
石
、
金
属
、
木
片
な
ど
を
混
入
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。

④
マ
イ
カ
ー
線
は
使
用
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

問
産
業
振
興
課
農
政
班

!
７３
・
０
０
８
９

◆
こ
ん
包
の
規
格
な
ど

①
重
量
…
約
１５
㎏
程
度
ま
で

②
結
束
…
集
荷
資
材
と
同
種
類
の
も

の
（
集
荷
資
材
を
切
っ
て
使
用
）

③
こ
ん
包
方
法

ビ
ニ
ー
ル
…
づ
づ
ら
折
り

ポ
リ
…
ビ
ニ
ー
ル
と
同
じ
か
、
く
い

を
利
用
し
た
グ
ル
グ
ル
巻
き

肥
料
空
き
袋
…
１０
枚
〜
２０
枚
程
度
重

ね
て
縦
に
半
分
に
折
り
、
上
下
２
か

所
を
、
空
き
袋
を
切
っ
て
作
っ
た
ひ

も
で
縛
る

↓

※
右
記
以
外
の
規
格
で
搬
入
さ
れ
た

場
合
は
、
処
理
工
場
で
受
け
入
れ
て

も
ら
え
な
い
た
め
、
こ
ん
包
を
や
り

直
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

水
分
、
土
砂
は
な
る
べ
く
付
着
さ
せ

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

適正な処理をお願いします
農業用廃プラスチック回収

正
し
い
知
識
と
技
能
で
作
業
は
安
全
に

農
作
業
事
故
ゼ
ロ
推
進
研
修
会
開
催

１

農
作
業
者
自
身
の

認
識
を
深
め
る

３

道
路
走
行
時
の
留
意
点

４

共
済
制
度
へ
の
加
入

２

農
業
機
械
作
業
の

主
な
留
意
点

真剣に耳を傾ける研修会の参加者
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平
成
１８
年
分
の
市
・
県
民
税
の
申

告
や
所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付

け
は
３
月
１５
日（
木
）ま
で
で
す
。
期

限
間
近
に
な
り
ま
す
と
受
付
窓
口
が

混
み
合
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
告
書
な
ど
は
自
分
で
正
し
く
作
成

し
て
早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
作
成
済
み
の
申
告
書
の
提

出
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
な
お
、
申
告
書
控
え
に
収
受
印

が
必
要
な
方
は
、
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
市
・
県
民
税
申
告

〒
２
８
９
!
２
１
９
８

匝
瑳
市
八

日
市
場
ハ
７
９
３
番
地
２

匝
瑳
市

役
所
税
務
課

〒
２
８
９
!
２
１
９
２

匝
瑳
市
今

泉
６
４
７
４
番
地

匝
瑳
市
野
栄
総

合
支
所
税
務
室

●
所
得
税
確
定
申
告

〒
２
８
８
!
８
６
６
６

銚
子
市
栄

町
２
・
１
・
１

銚
子
税
務
署

受
付
・
相
談
会
場
は
銚
子
読
売
ビ
ル

２
階
（
銚
子
市
西
芝
町
４
７
５
・

１
）
で
す
。

※
会
場
案
内
図
は
広

報
１２
月
号
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
平
成
１９
年
１
月
１
日
現
在
、
匝
瑳

市
に
住
ん
で
い
た
方

②
勤
務
先
か
ら
匝
瑳
市
へ
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

③
給
与
所
得
以
外
に
、
事
業
所
得
な

ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方

※
確
定
申
告
を
し
た
方
は
市
・
県
民

税
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。平

成
１８
年
中
に
老
齢
や
無
職
な
ど

に
よ
り
所
得
が
無
か
っ
た
方
、
扶
養

さ
れ
て
い
た
方
、
１８
歳
以
上
の
学
生

の
方
な
ど
も
申
告
書
の
裏
面
に
記
載

の
上
、
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
適
用
や

非
課
税
証
明
書
発
行
の
基
礎
資
料
に

な
り
ま
す
）

●
税
理
士
会
の
無
料
相
談

日
時
…
３
月
１
（
木
）、２
（
金
）、５

日
（
月
）、６
日（
火
）９
時
３０
分
〜
１２

時
、
１３
時
〜
１５
時
３０
分

場
所
…
市

民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２
階
第
３
会

議
室

対
象
…
専
従
者
控
除
前
の
所

得
金
額
が
３
０
０
万
円
以
下
の
事
業

者
（
医
師
、
弁
護
士
お
よ
び
譲
渡
所

得
を
除
く
）

●
市
・
県
民
税
の
申
告
相
談

日
時
…
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
３
月

１５
日（
木
）ま
で
の
９
時
〜
１２
時
、
１３

時
〜
１６
時

場
所
…
市
民
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
２
階
第
３
会
議
室
お
よ
び

野
栄
総
合
支
所

●
日
曜
申
告
相
談

日
時
…
３
月
４
日（
日
）９
時
〜
１１
時

場
所
…
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
２

階
第
３
会
議
室
お
よ
び
野
栄
総
合
支

所
申
告
書
の
作
成
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
る
方
は
、
申
告
書
、
印
鑑
、
証
明

書
な
ど
の
必
要
書
類
、
電
卓
、
筆
記

用
具
な
ど
を
持
参
の
上
、
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

な
ど
が
あ
る
方
は
売
上
額
や
仕
入
れ

額
、
経
費
な
ど
の
集
計
を
事
前
に
済

ま
せ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

市
税
の
納
付
は
安
全
で
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
新
た
に
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る

方
は
預
金
先
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵

便
局
へ
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
用
紙
は
各
窓

口
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）

●
す
で
に
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
で
も
固
定
資
産
の
所
有
者
変

更
（
死
亡
を
含
む
）
を
し
た
場
合
や

新
た
な
共
有
名
義
で
取
得
し
た
場
合

な
ど
は
再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
所
得
税
、
消
費
税
の
確
定
申
告
の

こ
と
は
…
銚
子
税
務
署
!
０
４
７
９

・
２２
・
１
５
７
１

国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
…http

://w
w

w
.

nta.go.jp

●
市
・
県
民
税
申
告
の
こ
と
は
…
税

務
課
市
民
税
班
!
７３
・
０
０
８
７
、

野
栄
総
合
支
所
税
務
室
!
６７
・
３
１

１
３

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

…http
://w

w
w

.city.sosa.lg.jp/

市
で
は
、要
介
護
認
定
を
受
け
、寝

た
き
り
状
態
に
あ
る
方
に
対
し
て
、

平
成
１８
年
所
得
税
申
告
用
と
し
て
、

特
別
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

発
行
し
ま
す
。

こ
の
認
定
書
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
を
所
持
し
て
い
な
い
方
で
も
、
介

護
認
定
を
根
拠
と
し
て
障
害
程
度
が

同
等
で
あ
る
と
認
め
、
市
長
が
証
明

す
る
も
の
で
す
。

◆
対
象
者

要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
６５

歳
以
上
で
寝
た
き
り
と
認
め
ら
れ
る

方◆
基
準

常
に
就
床
を
要
し
、
複
雑
な
介
護

を
要
す
る
状
態
で
あ
る
こ
と（
６
か

月
程
度
以
上
床
に
ふ
し
、食
事
・
排
便

等
の
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る
状
態
）

◆
認
定
基
準
日

所
得
税
の
申
告
に
係
る
年
の
当
該

年
の
１２
月
３１
日
（
同
年
の
途
中
に
お

い
て
当
該
障
害
者
控
除
対
象
者
が
死

亡
し
て
い
る
と
き
は
、そ
の
死
亡
時
）

時
点
で
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
方

◆
申
請
書

高
齢
者
支
援
課
の
窓
口
に
あ
り
ま

す
が
、
親
族
の
方
が
申
請
す
る
場
合

は
、
要
介
護
認
定
等
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
、
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

問
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

!
７３
・
０
０
３
３

税
の
申
告
書
は

３
月
１５
日（
木
）ま
で
に

提
出
し
ま
し
ょ
う

申
告
相
談
日
程

便
利
な
口
座
振
替

税
の
申
告

市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

問
い
合
わ
せ

相
談
時
の
お
願
い

無
収
入
だ
っ
た
方

要
介
護
者
に
お
け
る

特
別
障
害
者
控
除
申
請

７


